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                      介護老人保健施設サービス重要事項説明書 

                       

１． 施設の概要 

 

（１）施設の名称等 

     ・  事業所名   医療法人相生会 介護老人保健施設 光    

・ 所在地     福岡市博多区吉塚７丁目６番４０号 

・ 代表者     理事長 浦江 明憲 

・ 管理者    施設長 林田 一洋 

・ 電話番号   092-629-1631 ・ファックス番号 092-629-1635 

・ 施設の種類  介護老人保健施設 

・ 開設日    平成 23年 9月 1日 

・ 指定番号   ４０５０３８０１８９ 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他の必要な医療

と日常生活上のお世話などの介護老人保健施設サービスを提供することで、入所者の能力

に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻る事ができる様

支援すること、又、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できる様、短期入所療養介

護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした

施設です。この目的に沿って、当施設では、次のような運営の方針を定めていますので、ご理

解いただいた上でご利用ください。 

   ・ 当施設は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って介護老人保健

施設サービスの提供に努めます。 

・ 当施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い市町村、他の居宅介護支援事

業者、居宅サービス事業者、介護保険施設その他の保険医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めます。 

 

 

（３）施設の職員体制 

職  種 配置数    勤   務   態   勢 

管理者 １名 日 勤 08:30～17:30 

医   師 1名 以上 日 勤 08:30～17:30    当直 17:30～08:30 

看護職員 9名 以上 日 勤 08:30～17:30    当直 17:00～09:30          

介護職員 28名 以上 日 勤 08:30～17:30    当直 17:00～09:30 

支援相談員 1名 以上 日 勤 08:30～17:30    

作業療法士  

２名以上 

 

日 勤 08：30～17:30 理学療法士 

言語聴覚士 

管理栄養士 1名 以上 日 勤 08:30～17:30 

介護支援専門員 1名 以上 日 勤 08:30～17:30 

事務職員 1名 以上  日 勤 08:30～17:30 
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職員の職務内容 

（1） 管理者 

 理事会の決定する方針に従い、施設の運営管理を総括すること。 

（2） 医師 

 管理者の命を受け、入所者の健康管理と保健衛生の指導及び医療の処置に適切な

措置を講ずること。 

（3） 看護職員 

 管理者及び医師の指示を受けて行う入所者の看護、保健衛生及び介護に関するこ

と。 

（4） 介護職員 

 管理者の命を受けて行う入所者の日常生活全般にわたる介護に関すること。 

（5） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

 管理者及び医師の指示を受けて行う入所者の機能訓練指導に関すること。 

（6） 支援相談員 

 管理者の命を受けて行う入所者の生活相談、指導に関すること。 

（7） 介護支援専門員 

 管理者の命を受けて行う入所者の施設サービス計画の作成に関すること。 

（8） 管理栄養士 

 管理者の命を受けて行う入所者の栄養管理指導、献立の作成、栄養の計算、食品

の管理及び調理指導に関すること。 

（9） 事務職員 

 管理者の命を受けて行う施設の庶務及び経理の事務処理に関すること。 

 

 

 

（４）入所定員等     定員１００ 名（うち認知症専門棟３５名） 

（療養室  個室 ９室 、 ２人室 ２室 、 ３人室 １室  、 ４人室 ２１室） 

 

（５）通所定員     ４９名  

 

 

２． サービス内容 

 

 (1) 施設サービス計画の立案・作成・実施 

 

 (2) 短期入所療養介護計画の立案・作成・実施 

 

 (3) 通所リハビリテーション計画の立案・作成・実施 
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 (4) 食事 

     配膳時間 ・ 朝食   ８時００分～ 

            ・ 昼食  １２時００分～ 

            ・ 夕食  １８時００分～ 

管理栄養士の作成する献立表により、利用者の身体状況に配慮した食事を 

当施設１日３食提供いたします。 

 

 (5) 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特殊浴槽で対応します。入所利用

者は、週に２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合が

あります） 

 

(6) 医学的管理・看護 

 

(7) 介護（退所時の支援も行います） 

 

(8) 機能訓練(リハビリテーション) 

 

(9) 相談援助サービス(介護・医療・福祉全般) 

 

(10)主治医の指示する特別な食事の提供 

 

(11)行政手続代行 

   ＊ これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものも

あります。何かございましたら遠慮なくご相談ください。 

 

◇緊急時の連絡先 

    なお、緊急の場合には、利用者及び身元引受人が指定する連絡先に連絡します。 

 

３．禁止事項 

   当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の営利行為、 

宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止とさせていただきます。 

 

４．非常災害対策 

  管理者は、災害防止と入所者の安全を図るため、別に定める防災に関する規程に基づ

き、防火管理者及び消防計画を定め、常に入所者の安全確保に努めるとともに、非常災

害に備えるため、所轄消防機関と連絡を蜜にして、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行うものとする。 

 

５．要望及び苦情等の相談 

    当施設には利用者及び身元引受人の要望や苦情等の相談に迅速・適切に対応するための

窓口を設置しております。お気軽にご相談ください。（別紙 1） 

☆ 相談窓口：施設１階受付：（電話 092－629－1631）（受付時間平日 8：30～17：30） 
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６.  緊急時の身体拘束について 

  当該利用者や、他の利用者の生命又は身体保護のため、緊急やむを得ず身体拘束を行 

うことが生じたときのことを考慮して、以下の原則を定める。 

 

日勤帯 

① 日勤帯では、当該利用者の状況を施設長、当施設の医師に報告し、「身体拘束適正

委員会」を開催する。 

② 家族へ連絡を行い、了解を得る。 

③ 当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得な

かった理由を診療録に記載する。 

④ 担当者が「緊急時やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」に記載す

る。 

⑤ 家族が来所の際に、当該入所者の状況を十分説明し、「緊急やむを得ない身体拘束

に関する説明書」にサインをもらう。 

 

夜勤帯 

① 夜勤帯では、当該入所者の状況を看護師長に報告し、看護師・介護職員等、担当ス

タッフ数名で検討し、対応する。 

② 夜勤看護師が家族へ連絡を行い、了解を得る。 

③ その場合、担当者が「緊急時やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」

に記載する。 

④ 次の日、施設長に報告し、速やかに「身体拘束適正委員会」を開催する。 

⑤ 当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得な

かった理由を診療録に記載する。 

⑥ 家族が来所の際に、当該入所者の状況を十分説明し、「緊急やむを得ない身体拘束

に関する説明書」にサインをもらう。 

  

※ 身体拘束は、最小限の時間で行う。 

※ 緊急時の状況判断は複数の職員で行う。 

 

 

7. 防犯カメラについて 

施設内には防犯上、カメラを設置しています。外からの侵入者抑制と万が一、入居者の転倒

など事故が起きた際の記録や事故検討に役立つために設置しております。 録画データは第

三者への提供は致しません。捜査機関からの協力要請には応じます。 

 

8. 介護保険証の確認 

  ご利用のお申込みにあたり、介護保険証を確認させていただきます。 
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9. 介護老人保健施設の概念 

  介護老人保健施設は施設サービスに基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機

能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅のおける

生活への復帰を目指し、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護

老人保健施設サービスを提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わ

るあらゆる職種の職員の協議によって、施設サービス計画書が作成されますが、その際、利用

者・身元引受人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくように

なります。 

   

 

10. 利用料金 

    （別紙 2） 「介護老人保健施設【入所】利用料金一覧」 記載のとおりです。 

 

 

11. 支払い方法 

 

⚫ 入所中の場合 

  ・利用料の締め日は、月末締めとなります。 

  ・請求書は、翌月 12日以降に郵送します。 

  ・お支払い期日は、月末までとなります。 

  

⚫ 退所の場合 

・退所後、請求書を郵送します。 

・請求書を受け取り後、10日以内にお支払いください。 

 

⚫ お支払い方法 

①窓口支払（現金又はクレジットカード払い） 

②銀行振込 

③口座引落 

入所契約時にお選びくだい。 

 

（1） 銀行振込をご利用される場合には、以下の口座へお願いいたします。  

福岡銀行  吉塚支店  普通預金  口座番号 １５９４３２２ 

口座名義  医療法人相生会 介護老人保健施設光  理事長 入江 伸 

                    （イリョウホウジンソウセイカイ カイゴロウジンホケンシセツヒカリ リジチョウ イリエ シン） 

  

      （2） 口座引落しをご利用される場合には、別途申込書への記入が必要となります。 

 

      （3） クレジットカード払いを利用される場合には、以下のカードがご利用できます。 

       ・ＭＵＦＧＣＡＲＤ ・ＤＣ ・ＵＦＪＣaｒｄ ・ＮＩＣＯＳ ・ＶＩＳＡ ・mastercard 
 

 

 



6 

  

（別紙 1） 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事 業 所 名 介護老人保健施設 光 

 

提供するサービス種類 

 

介護老人保健施設 

短期入所療養介護 

通所リハビリテーション 

 

措 置 の 概 要 

 

1. 利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口担当者の設置 

□ 相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。また、担当者が

不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当

者に必ず引き継いでいる。 

（担当者）    介護老人保健施設 光 

相談担当（支援相談員） 諸井 友一 

（電話番号）  ０９２－６２９－１６３１ 

 

□ 上記相談窓口及び処理体制等について、施設内に掲げるとともに、サービス利用開

始の際に利用者及び家族に文章を配布し周知を図っている。 

 

2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うため処理体制・手順 

□ 苦情があった場合は、直ちに相談担当者又は支援相談員が相手方に連絡を取り、直

接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認する。 

□ 相談担当者等は、苦情内容、事実確認状況及び対応方針を管理者に報告するととも

に、その指示を受け速やかに相談事項の処理を行う。 

□ 管理者が、必要があると判断した場合は、検討会議を行う。 

□ 検討会議の結果、速やかに具体的な対応をする。 

□ 苦情の内容によっては、関係機関に報告を行う。 

□ 必ず処理結果等を職員全体に対し報告するとともに、文書回覧等により具体的な内

容の周知を図り、再発防止を促す。 

□ 記録を台帳に保管し、研修会の際に活用するなど再発を防ぐために役立てる。 

□ 本事業者で解決できない苦情は、博多区保健福祉センター福祉・介護保険課又は、

福岡県国民健康保険団体連合会に申し立てることができます。 

・博多区保健福祉センター福祉・介護保険課 

〒812-8512 福岡市博多区博多駅前 2-8-1    TEL 092-441-2131 

・福岡県国民健康保険団体連合会 介護サービス相談窓口 

〒812-8521 福岡市博多区吉塚本町 13-47      TEL 092-642-7859 

・要介護施設における高齢者虐待に関する行政の相談等窓口 

〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目 8-1      TEL 092-711-4319 

 

3. その他参考事項 

□ 普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がけている。 

□ 損害賠償等については、老人保健施設損害賠償責任制度に加入し、誠意を持った対 

応を行う。 



(令和　8年　6月　1日改定）（令和　3年　4月　1日改訂）

要介護度１ 円 円 円 要介護度１ 円 円 円

要介護度２ 円 円 円 要介護度２ 円 円 円

要介護度３ 円 円 円 要介護度３ 円 円 円

要介護度４ 円 円 円 要介護度４ 円 円 円

要介護度５ 円 円 円 要介護度５ 円 円 円

要介護度１ 円 円 円 要介護度１ 円 円 円

要介護度２ 円 円 円 要介護度２ 円 円 円

要介護度３ 円 円 円 要介護度３ 円 円 円

要介護度４ 円 円 円 要介護度４ 円 円 円

要介護度５ 円 円 円 要介護度５ 円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

550

居   住   費

保険適用外です。ご負担額は所得に応じて４段階に区分されます。申請により下記第１～３段階のいず
れかに減額される場合があります。※　外泊時でも利用者様のために部屋を確保している場合には、下
記料金をご負担いただきます。

多床室（２～４人部屋） 個　　室

第１段階 0 第１段階 550

（別紙2）

第３段階 ② 430 第３段階 ② 1,370

第３段階 ① 430 第３段階 ① 1,370

第２段階 430 第２段階

外泊時費用

外泊された場合には、１月に６日を限度として基本料金に代えて1日につき下記料金をご負担いただき
ます。

（1割負担） 379 （2割負担） 758 （3割負担） 1,137

1,176 2,352 3,528 1,087 2,174 3,261

1,121 2,242 3,363 1,030 2,060 3,090

1,060 2,120 3,180 970 1,940 2,910

990 1,980 2,970 902 1,804 2,706

911 1,822 2,733 824 1,648 2,472

基本料金　（在宅強化型）

施設利用料金（介護保険制度では、施設機能の指標・点数化により、要介護認定による要介護の程度によって利用料が
異なります。在宅強化型は充実したリハビが必須となり、少なくても週3回程度以上のリハビリテーションを実施している場
合。以下は１日あたりのおおむねの自己負担分です。）

多床室 １割負担 ２割負担 3割負担 個　　室 １割負担 ２割負担 3割負

1,596 2,394

1,058 2,116 3,174 974 1,948 2,922

1,005 2,010 3,015 923 1,846 2,769

介護老人保健施設　【入所】　利用料金一覧

基本料金　（基本型）

施設利用料金（介護保険制度では、施設機能の指標・点数化により、要介護認定による要介護の程度によって利用料が
異なります。以下は１日あたりのおおむねの自己負担分です。）

多床室 １割負担 ２割負担 3割負担 個　　室 １割負担

第４段階 437 第４段階 1,728

２割負担 3割負担

829 1,658 2,487 750 1,500 2,250

949 1,898 2,847 866 1,732 2,598

881 1,762 2,643 798



502 753

１割負担 ２割負担 ３割負担

介護老人保健施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必
要になった場合について、介護老人保健施設の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と
連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合

209 418 627

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上配置した場合 19 38 57

１割負担 2割負担 3割負担

再入所時栄養連携加算（１回限り） １割負担 ２割負担 ３割負担

療養食加算 １割負担 ２割負担 ３割負担

厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合（１日につき３回を限度） 7 14

入所前に6種類以上の内服薬が処方されており、施設の医師と入所前の主治医が連携して薬
剤の内容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行った場合。 147 294 441

21

105 210 315

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅲ）

服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。

退所時において処方されている内服薬の種類が入所時に処方されていた内服薬の種類に比
べて１種類以上減少している場合。

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅱ） １割負担 ２割負担 ３割負担

251

入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設において、入所中に服
用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合。 74 148 222

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ １割負担 ２割負担 ３割負担

介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上配
置した場合。もしくは、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上配
置した場合。

23 46 69

各種加算料金について （単位：円）

保険給付金の自己負担額の基本料金に加算されます。
以下は１日あたりのおおむねの自己負担額分です。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １割負担 2割負担 3割負担

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ １割負担 ２割負担 ３割負担

厚生労働大臣が定める施設基準の、夜勤を行う職員の数を配置している場合 25 50 75

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）/（Ⅱ） １割負担 ２割負担 ３割負担

夜勤職員配置加算 １割負担 ２割負担 ３割負担

厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施
設について、介護老人保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援加算の基準にみた
した場合

54 108 162

口腔衛生管理加算（Ⅱ）（１月につき） １割負担 ２割負担 ３割負担

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行った場合で、介護職員に対
し、具体的な技術的助言及び指導を行い、介護職員からの相談等に必要に応じ対応した場
合。また、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し必要な情報を
活用した場合

115 230 345



医師の指示に基づき多職種の職員で、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口
移行計画を作成し、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士が経口による食事の摂
取を進めるための栄養管理を行った場合

30 60 90

経口移行加算 １割負担 ２割負担 ３割負担

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健
施設において、若年性認知症入所者に対して介護老人保健施設サービスを行った場合 126 252 378

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする
認知症の入所者に対して施設サービスを行った場合 80 160 240

若年性認知症入所者受入加算 １割負担 ２割負担 ３割負担

急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に
入所した者ついて加算する。但し入所した日から起算して30日以内の期間について加算する。 63 126 189

初期加算（Ⅱ） １割負担 ２割負担 ３割負担

入所した日から起算して30日以内の期間について加算する。 32 64 96

認知症ケア加算 １割負担 ２割負担 ３割負担

医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、その入所の日から起算して３月以内の期間に
集中的にリハビリテーションを行った場合。また、入所時及び1月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行
い、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し必要に応じてリハビリテーション計画を見直
ししている場合。

270 540 810

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） １割負担 ２割負担 ３割負担

医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、その入所の日から起算して３月以内の期間に
集中的にリハビリテーションを行っている場合。 209 418 627

初期加算（Ⅰ） １割負担 ２割負担 ３割負担

リハビリテーションを担当する理学療法士等が適切に配置されていること。また、リハビリテー
ションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士等の数に対し適切なものであること。また、入
所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリ
テーション計画を作成している場合。

251 502 753

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） １割負担 ２割負担 ３割負担

リハビリテーションを担当する理学療法士等が適切に配置されていること。また、リハビリテー
ションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士等の数に対し適切なものである場合。 126 252 378

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） １割負担 ２割負担 ３割負担

入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。必
要に応じてリハビリテーション計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、
当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
場合。

56 112 168

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） １割負担 2割負担 3割負担

入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー
ションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために
必要な情報を活用している場合。

35 70 105

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） １割負担 ２割負担 ３割負担

栄養マネジメント強化加算 １割負担 2割負担 3割負担

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） １割負担 2割負担 3割負担

入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たっ
て、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し
ている場合

12 24 36



504

262 524 786

76

523

３割負担

159

３割負担

１割負担

2,853

２割負担 ３割負担

1569
居宅へ退所する入所者について、退所後の主治医に対して入所者を紹介する場合、当該入所
者の診療情報心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合。

２割負担

②　死亡日の前日、前々日 951 1,902

２割負担

③　死亡日以前4日以上～３０日以下 168 336

502

１割負担

53

１割負担

ターミナルケア加算

④　死亡日以前３１以上～４５日以下

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

入所期間が１月を超えると見込まれる者の居宅を訪問し退所を目的とした施設サービス計画の
策定及び診察方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定め、退所後の生活に係
る支援計画を策定した場合

協力医療機関連携加算

協力医療機関との間で、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催してい
る場合。

退所時情報提供書加算（Ⅰ）

152 228

２割負担 ３割負担

1,004 1,506

106

1046

退所時情報提供書加算（Ⅱ）

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、
当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合。

1,254 1,881

３割負担

１割負担

２割負担 ３割負担入退所前連携加算（Ⅰ）

入所者が退所後に利用する居宅介護支援事業所と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方
針を定めること。また、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者が利用を希望
する居宅介護支援事業所に対し、診療状況を添えて必要な情報を提供し、かつ、連携して退所
後の利用に関する調整を行った場合。

入退所前連携加算（Ⅱ）

418

１割負担

836

627

２割負担１割負担

1,254
入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者が利用を希望する居宅介護支援事
業所に対し、診療状況を添えて必要な情報を提供し、かつ、連携して退所後の利用に関する調
整を行った場合。

経口維持加算（Ⅰ）（１月あたり） １割負担 ２割負担 ３割負担

経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合であって、入所者の栄養管理をする為に食事の観察及
び会議等に、医師、歯科医師又は言語聴覚士が加わった場合。

105 210 315

経口維持加算（Ⅱ）（１月あたり） １割負担 ２割負担 ３割負担

経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し
て、医師、又は歯科医師の指示に基づき多職種の職員で、入所者の栄養管理をする為に食事
の観察及び会議を行い、経口による継続的な食事の摂取を進める為の経口維持計画を作成
し、栄養管理を行った場合

418 836 1,254

5,958

１割負担 ２割負担 ３割負担

医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した利用者に
ターミナルケアに係る計画がされ、多職種の職員が共同してターミナルケアを行った場合

①　死亡日当日 1,986 3,972



生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　（1月につき） １割負担 ２割負担 ３割負担

11 22 33
入所者の安全とサービスの質を確保するための安全対策を講じ、厚生労働省の「生産性向上
ガイドライン」等に基づき、業務改善活動を継続的に行う場合

安全対策体制加算

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策
を実施する体制が整備されている場合

介護職員等処遇改善加算　（Ⅰ）ロ　（1月あたり）

厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとし
て、届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し施設サービスを行った場合

所定単位数の1000分の97
（9.7％）に相当する単位数

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） １割負担 ２割負担 ３割負担

入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等
に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合。また、必要に応じてサービス計画を見直す
など、サービスの提供に当たって、必要な情報を活用している場合

63 126 189

１割負担 ２割負担 ３割負担

21 42 63

３割負担

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われた医療行為 542 1,084 1,626

入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が診療に基づき利用が必要であると認め、訪問
看護指示書を交付した場合。

314 628 942

訪問看護指示加算 １割負担 ２割負担 ３割負担

緊急時施設療養費の緊急時治療管理 １割負担 ２割負担 ３割負担

厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬・検査・注射・処置等を行った場合。また、医師が感
染症対策に関する研修を受講した場合

502 1,004 1,506

所定疾患施設療養費（Ⅱ） １割負担 ２割負担



円

円

① 円

② 円

円

円

円

円

【内訳】　 ● シャンプー 円
● リンス 円
● ボディソープ 円
● 歯磨き粉 円
● おしぼり 円

● 文書料 ● 死後処置料

● 電話代 ● 浴衣代

● コピー代 ● インフルエンザ予防接種代

● 寝衣貸与料 ● 新型コロナウイルス感染症予防接種代

●

●

１台につき
１日 50

円

電気代（リース料含む）　

日常生活品費　

リースの電気機器を使用される場合、電気代及びリース料としてお支払いいただ
きます。

1日 100

電気代　

日常生活品費として、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いただ
きます。右記は１日あたりの利用者負担額です。

個人専用の電化製品を持ち込み使用された場合は、電気代をお支払いただきます。

個室 1,650

特別個室 2,200

※　右記は１日あたりの金額になりますので、朝・昼・夕いずれか1食のみ
の場合でも右記食事費用をご負担いただきます。

第３段階 650

第４段階 1,550

1,360第３段階

室   料 

利用者が選定する特別な室料を希望される場合にお支払いただきます。
なお、外泊時にも室料をいただくことになります。
右記は１日あたりの利用者負担額です。

その他の利用料

保険適用外です。ご負担額は所得段階に応じて４段階に区分されます。申
請により下記第１～３段階のいずれかに減額される場合がありますので事
前にご相談ください。

第１段階 300

第２段階 390

食事費用

理美容代　（希望される場合は、業者にお支払いいただきます）

私物の洗濯代　（希望される場合は、業者にお支払いいただきます）

20

20

20

10

30

100日用品費 円

実費について
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